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家事使用人との間で明確にしておくべき事項を記載するようにしましょう。
例えば、以下のような事項を明確にしておくことが望ましいでしょう。
・業務で求める水準
・金品や貴重品などの取扱い
・就業時間の把握、確認方法
・同じ人が家事サービスと合わせて介護保険サービスも行う場合には、介護保険
  サービスの時間も合わせた全体の就業時間
・雇用主と実際の業務を指示する者が異なることに伴う留意点
・業務の内容や就業場所の変更が見込まれる場合には、その旨及び変更後の内容

退職に関する事項の自己都合退職以外の場合については、
例えば、以下のような事項を記載するようにしましょう。
【・期間の定めがない労働契約については、客観的に合理的な
   理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき
 ・期間の定めがある労働契約については、やむを得ない事由が
  あるとき】は30日前までには本人に伝えた上で、または、
30日分の予告手当を支払った上で、解雇をする。

※　『家事使用人の雇用ガイドライン』や、本頁の労働契約書の様式については、
　厚生労働省ホームページに掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00454.html
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家事使用人を
雇い入れる際の
チェックリスト

働きすぎで体調を崩すことがないよう、
働く時間の長さや休憩・仮眠・睡眠の時間、
休日を決めましょう。

家事使用人に行ってもらう仕事やその水準について
お互いに確認し、仕事で求める水準について
合意した上で、仕事の範囲を明確にしましょう。

万が一の場合に備えて、損害保険や災害補償保険
（労災保険の特別加入を含む）の加入状況について
確認しましょう。

報酬の額が最低賃金額以上の適切な水準と
なっているかを確認しましょう。

労働契約の内容は、お互いにしっかり書面や電子
メールなどで確認しましょう。

家事使用人が安心して働く上で重要な事項ですので、１つ１つ　 をつけて確認
するようにしましょう。 また、労働契約の内容を変更する際も改めて確認する
ようにしましょう。

【巻末付録】


